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法務省資料

１ 刑法の一部を改正する法律の概要

２ 刑法の一部を改正する法律附則第九条

３ 刑法の一部を改正する法律案附帯決議に対

する進捗状況

４ 「性犯罪に係る事案の実態に即した対処を

行うための施策の在り方」を検討するための

調査研究について





刑法の一部を改正する法律の概要

○ 平成２６年１０月～平成２７年８月
「性犯罪の罰則に関する検討会」

○ 平成２７年１０月９日 法制審議会に諮問
（平成２７年１１月～平成２８年６月：刑事法(性犯罪関係)部会で審議）

○ 平成２８年９月１２日 法務大臣に答申

① 強姦罪の構成要件及び法定刑の見直し等（新法第１７７条，第
１７８条２項，第１８１条等関係）

② 監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪の新設（新法第１７９条
等関係）

③ 強盗強姦罪の構成要件の見直し等（新法第２４１条等関係）

④ 強姦罪等の非親告罪化（旧法第１８０条等関係）

※ 公布の日：平成２９年６月２３日

※ 施行期日：平成２９年７月１３日

・ 強姦罪の対象となる行為を性交，肛門性交又は口腔性交（性交等）
こう く う

に改め，その罪名を「強制性交等罪」とした。

※ 旧法は，「女子」に対する「姦淫」（膣性交）のみを強姦罪として
重い処罰の対象としていた。

・ 強制性交等罪の法定刑の下限を懲役３年から５年とし，同罪に係る

致死傷の罪の法定刑の下限を懲役５年から６年とした。

・ １８歳未満の者に対し，その者を現に監護する者であることによ

る影響力があることに乗じてわいせつな行為又は性交等をした場

合について，強制わいせつ罪又は強制性交等罪と同様に処罰する

規定を設けた。

・ 強盗行為と強制性交等の行為を同一機会に行った場合は，その
先後を問わず，無期又は７年以上の懲役に処することとし，その罪
名を「強盗・強制性交等罪」とした。
※旧法では，

強盗が先行→無期又は７年以上の懲役（強盗強姦罪）

強姦が先行→５年以上３０年以下の懲役（強姦罪と強盗罪の併合罪）

・ 強姦罪，準強姦罪，強制わいせつ罪及び準強制わいせつ罪を親告

罪とする規定を削除して，非親告罪とするとともに，わいせつ目的

・結婚目的の略取・誘拐罪等も非親告罪とした。
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刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
七
十
二
号
）

附

則

（
検
討
）

第
九
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
性
犯
罪
に
お
け
る
被
害
の
実
情
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後

の
規
定
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
性
犯
罪
に
係
る
事
案
の
実
態
に
即
し
た
対
処
を
行
う
た
め
の
施
策
の
在
り
方
に
つ
い

て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
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資料３

1
　
全
国
の
検
察
庁
に
対
し
、
改
正
法
の
趣
旨
及
び
規
定
内
容
等
を
踏
ま
え
た
適
切
な
運

用
を
求
め
る
通
達
を
発
出
し
、
警
察
庁
及
び
最
高
裁
判
所
に
も
送
付
し
周
知

2
　
検
察
官
等
に
対
す
る
各
種
研
修
や
会
同
等
、
様
々
な
機
会
を
捉
え
て
改
正
法
を
周
知

3
　
矯
正
施
設
等
に
対
し
、
改
正
法
の
趣
旨
及
び
内
容
等
を
周
知
す
る
た
め
、
通
知
を
発

出
4

　
矯
正
施
設
に
お
い
て
、
性
犯
罪
再
犯
防
止
指
導
を
担
当
す
る
職
員
等
に
対
し
、
各
種

研
修
等
の
機
会
を
通
じ
て
改
正
法
の
趣
旨
及
び
内
容
等
を
周
知

5
　
保
護
観
察
官
等
に
対
し
、
各
種
研
修
等
の
機
会
を
通
じ
て
改
正
法
の
趣
旨
及
び
内
容

等
を
周
知

6
　
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
（
法
テ
ラ
ス
）
に
対
し
、
改
正
法
の
趣
旨
及
び
内
容
等
を

同
セ
ン
タ
ー
職
員
等
に
周
知
す
る
よ
う
通
知
（
同
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
職
員
に
対

し
、
研
修
等
を
通
じ
て
周
知
を
実
施
）

1
　
経
験
豊
富
な
検
察
官
を
研
究
員
に
指
名
し
、
心
理
学
、
精
神
医
学
の
専
門
家
の
指
導

も
受
け
な
が
ら
、
被
害
者
心
理
等
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
実
施
す
る
方
向
で
検
討

2
　
検
察
官
に
対
す
る
各
種
研
修
に
お
い
て
、
大
学
教
授
（
精
神
科
医
師
）
等
を
講
師
と

し
て
、
性
犯
罪
に
直
面
し
た
被
害
者
の
心
理
等
に
関
す
る
講
義
を
実
施
し
、
今
後
も
実

施
予
定

1
　
全
国
の
検
察
庁
に
対
し
、
本
附
帯
決
議
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
被
害
者
の
心
情
に

適
切
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど
に
留
意
し
て
適
切
な
運
用
を
求
め
る
通
達
を

発
出
し
て
周
知

2
　
検
察
官
等
に
対
す
る
各
種
研
修
に
お
い
て
、
被
害
者
の
権
利
利
益
へ
の
配
慮
、
二
次

被
害
の
防
止
を
内
容
と
す
る
被
害
者
対
応
に
関
す
る
講
義
や
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
等

の
人
権
問
題
に
関
す
る
講
義
を
実
施

3
　
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
（
法
テ
ラ
ス
）
に
対
し
、
改
正
法
の
趣
旨
及
び
内
容
等
を

同
セ
ン
タ
ー
職
員
等
に
周
知
す
る
よ
う
通
知
（
同
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
職
員
に
対

し
、
研
修
等
を
通
じ
て
周
知
を
実
施
）

刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
附
帯
決
議
に
対
す
る
進
捗
状
況

　
性
犯
罪
に
係
る
刑
事
事
件
の
捜
査
及
び
公
判
の
過
程
に
お
い

て
、
被
害
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
生
活
の
平
穏
そ
の
他
の
権
利
利

益
に
十
分
な
配
慮
が
な
さ
れ
、
偏
見
に
基
づ
く
不
当
な
取
扱
い
を

受
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
、
二
次
被
害
の
防
止
に
努
め
る
と

と
も
に
、
被
害
の
実
態
を
十
分
に
踏
ま
え
て
適
切
な
証
拠
保
全
を

図
り
、
か
つ
、
起
訴
・
不
起
訴
等
の
処
分
を
行
う
に
当
た
っ
て

は
、
被
害
者
の
心
情
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
、
処

分
の
理
由
等
に
つ
い
て
丁
寧
な
説
明
に
努
め
る
こ
と
。

附
帯

決
議

（
三
）

衆
議
院

　
刑
法
第
1
7
6
条
及
び
第
1
7
7
条
に
お
け
る
「
暴
行
又
は
脅
迫
」
並

び
に
刑
法
第
1
7
8
条
に
お
け
る
「
抗
拒
不
能
」
の
認
定
に
つ
い

て
、
被
害
者
と
相
手
方
と
の
関
係
性
や
被
害
者
の
心
理
を
よ
り
一

層
適
切
に
踏
ま
え
て
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
心
理
学
的
・
精
神
医

学
的
知
見
等
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
司
法

警
察
職
員
、
検
察
官
及
び
裁
判
官
に
対
し
て
、
性
犯
罪
に
直
面
し

た
被
害
者
の
心
理
等
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
知
見
を
踏
ま
え
た
研
修

を
行
う
こ
と
。

衆
議
院

附
帯

決
議

（
二
）

附
帯
決
議

進
捗
状
況

附
帯

決
議

（
一
）

　
性
犯
罪
が
、
被
害
者
の
人
格
や
尊
厳
を
著
し
く
侵
害
す
る
悪
質

重
大
な
犯
罪
で
あ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
そ
の
心
身
に
長
年
に
わ

た
り
多
大
な
苦
痛
を
与
え
続
け
る
犯
罪
で
あ
っ
て
、
厳
正
な
対
処

が
必
要
で
あ
る
も
の
と
の
認
識
の
下
、
近
年
の
性
犯
罪
の
実
情
等

に
鑑
み
、
事
案
の
実
態
に
即
し
た
対
処
を
す
る
た
め
の
法
整
備
を

行
う
と
い
う
本
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
本
法
が
成
立
す
る
に
至
る

経
緯
、
本
法
の
規
定
内
容
等
に
つ
い
て
、
関
係
機
関
及
び
裁
判
所

の
職
員
等
に
対
し
て
周
知
す
る
こ
と
。

衆
議
院

1



附
帯
決
議

進
捗
状
況

1
　
第
三
次
犯
罪
被
害
者
等
基
本
計
画
等
を
踏
ま
え
、
性
犯
罪
を
含
む
各
種
犯
罪
の
被
害

の
動
向
に
関
す
る
調
査
研
究
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
を
犯
罪
白
書
等
に
お
い
て
公
表

2
　
平
成
3
0
年
度
に
第
5
回
犯
罪
被
害
実
態
（
暗
数
）
調
査
を
実
施
し
、
同
調
査
に
お
い

て
、
性
犯
罪
を
含
む
性
的
な
被
害
に
つ
い
て
の
実
態
調
査
を
実
施
予
定

　
同
調
査
で
は
、
刑
法
一
部
改
正
，
附
帯
決
議
及
び
被
害
者
団
体
か
ら
の
御
指
摘
等
を

踏
ま
え
、
よ
り
信
頼
度
の
高
い
調
査
結
果
が
得
ら
れ
る
訪
問
調
査
方
式
を
採
用
し
（
予

算
額
を
前
回
3
6
7
万
5
千
円
か
ら
2
6
7
4
万
円
に
増
額
）
、
肛
門
性
交
、
口
腔
性
交
等
の
被

害
項
目
、
加
害
者
と
の
関
係
性
に
関
す
る
調
査
項
目
、
暴
行
・
脅
迫
要
件
に
関
す
る
調

査
項
目
の
追
加
な
ど
、
所
要
の
見
直
し
を
実
施

衆
議
院

附
帯

決
議

（
五
）

　
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
2
8
年
法
律
第

5
4
号
）
附
則
第
9
条
第
3
項
の
規
定
に
よ
り
起
訴
状
等
に
お
け
る
被

害
者
の
氏
名
の
秘
匿
に
係
る
措
置
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
う
に
際

し
て
は
、
性
犯
罪
に
係
る
刑
事
事
件
の
捜
査
及
び
公
判
の
実
情

や
、
被
害
者
の
再
被
害
の
お
そ
れ
に
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
の
指

摘
を
も
踏
ま
え
て
検
討
を
行
う
こ
と
。

　
平
成
2
8
年
に
成
立
し
た
刑
事
訴
訟
法
等
一
部
改
正
法
附
則
9
条
3
項
に
よ
る
検
討
を
進

め
る
た
め
、
平
成
2
9
年
3
月
、
最
高
裁
判
所
、
法
務
省
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
及
び
警
察

庁
が
参
加
す
る
「
刑
事
手
続
に
関
す
る
協
議
会
」
を
設
け
、
そ
の
幹
事
会
に
お
い
て
、

附
帯
決
議
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
、
起
訴
状
等
に
お
け
る
被
害
者
の
氏
名
秘
匿
に
係
る
措

置
に
つ
い
て
も
意
見
交
換
を
実
施
中

衆
議
院

附
帯

決
議

（
六
）

　
性
犯
罪
が
重
大
か
つ
深
刻
な
被
害
を
生
じ
さ
せ
る
上
、
性
犯
罪

被
害
者
が
そ
の
被
害
の
性
質
上
支
援
を
求
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
と
い
う
性
犯
罪
に
よ
る
被
害
の
特
性
を
踏
ま
え
、
被
害
者
の
負

担
の
軽
減
や
被
害
の
潜
在
化
の
防
止
等
の
た
め
、
第
三
次
犯
罪
被

害
者
等
基
本
計
画
に
従
い
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
の
整

備
を
推
進
す
る
こ
と
。

【
内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
　
所
管
】

1
　
全
国
の
検
察
庁
に
対
し
、
改
正
法
の
趣
旨
及
び
規
定
内
容
等
を
踏
ま
え
た
適
切
な
運

用
を
求
め
る
通
達
を
発
出
し
、
警
察
庁
及
び
最
高
裁
判
所
に
も
送
付
し
周
知

2
　
検
察
官
等
に
対
す
る
各
種
研
修
や
会
同
等
，
様
々
な
機
会
を
捉
え
て
改
正
法
を
周
知

3
　
矯
正
施
設
等
に
対
し
、
改
正
法
の
趣
旨
及
び
内
容
等
を
周
知
す
る
た
め
、
通
知
を
発

出

4
　
矯
正
施
設
に
お
い
て
、
性
犯
罪
再
犯
防
止
指
導
を
担
当
す
る
職
員
等
に
対
し
、
各
種

研
修
等
の
機
会
を
通
じ
て
改
正
法
の
趣
旨
及
び
内
容
等
を
周
知

5
　
保
護
観
察
官
等
に
対
し
、
各
種
研
修
等
の
機
会
を
通
じ
て
改
正
法
の
趣
旨
及
び
内
容

等
を
周
知

6
　
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
（
法
テ
ラ
ス
）
に
対
し
、
改
正
法
の
趣
旨
及
び
内
容
等
を

同
セ
ン
タ
ー
職
員
等
に
周
知
す
る
よ
う
通
知
（
同
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
職
員
に
対

し
、
研
修
等
を
通
じ
て
周
知
を
実
施
）

衆
議
院

附
帯

決
議

（
四
）

　
性
犯
罪
被
害
が
潜
在
化
し
や
す
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
第
三
次
犯

罪
被
害
者
等
基
本
計
画
等
に
従
い
、
性
犯
罪
等
被
害
に
関
す
る
調

査
を
実
施
し
、
性
犯
罪
等
被
害
の
実
態
把
握
に
努
め
る
こ
と
。

　
性
犯
罪
は
、
被
害
者
の
心
身
に
長
年
に
わ
た
り
多
大
な
苦
痛
を

与
え
続
け
る
ば
か
り
か
、
そ
の
人
格
や
尊
厳
を
著
し
く
侵
害
す
る

悪
質
重
大
な
犯
罪
で
あ
っ
て
、
厳
正
な
対
処
が
必
要
で
あ
る
と
こ

ろ
、
近
年
の
性
犯
罪
の
実
情
等
に
鑑
み
、
事
案
の
実
態
に
即
し
た

対
処
を
す
る
た
め
の
法
整
備
を
行
う
と
い
う
本
法
の
適
正
な
運
用

を
図
る
た
め
、
本
法
の
趣
旨
、
本
法
成
立
に
至
る
経
緯
、
本
法
の

規
定
内
容
等
に
つ
い
て
、
関
係
機
関
等
に
周
知
徹
底
す
る
こ
と
。

参
議
院

附
帯

決
議

（
一
）

2



附
帯
決
議

進
捗
状
況

1
　
経
験
豊
富
な
検
察
官
を
研
究
員
に
指
名
し
、
心
理
学
、
精
神
医
学
の
専
門
家
の
指
導

も
受
け
な
が
ら
、
被
害
者
心
理
等
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
実
施
す
る
方
向
で
検
討

2
　
検
察
官
に
対
す
る
各
種
研
修
に
お
い
て
、
大
学
教
授
（
精
神
科
医
師
）
等
を
講
師
と

し
て
、
性
犯
罪
に
直
面
し
た
被
害
者
の
心
理
等
に
関
す
る
講
義
を
実
施
し
、
今
後
も
実

施
予
定

1
　
全
国
の
検
察
庁
に
対
し
、
本
附
帯
決
議
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
被
害
者
の
心
情
に

適
切
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど
に
留
意
し
て
適
切
な
運
用
を
求
め
る
通
達
を

発
出
し
て
周
知

2
　
検
察
官
等
に
対
す
る
各
種
研
修
に
お
い
て
、
被
害
者
の
権
利
利
益
へ
の
配
慮
、
二
次

被
害
の
防
止
を
内
容
と
す
る
被
害
者
対
応
に
関
す
る
講
義
や
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
等

の
人
権
問
題
に
関
す
る
講
義
を
実
施

3
　
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
（
法
テ
ラ
ス
）
に
対
し
、
改
正
法
の
趣
旨
及
び
内
容
等
を

同
セ
ン
タ
ー
職
員
等
に
周
知
す
る
よ
う
通
知
（
同
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
職
員
に
対

し
、
研
修
等
を
通
じ
て
周
知
を
実
施
）

1
　
全
国
の
検
察
庁
に
対
し
、
本
附
帯
決
議
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
被
害
者
の
心
情
に

適
切
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど
に
留
意
し
て
適
切
な
運
用
を
求
め
る
通
達
を

発
出
し
て
周
知

2
　
検
察
官
等
に
対
す
る
各
種
研
修
に
お
い
て
、
被
害
者
の
権
利
利
益
へ
の
配
慮
、
二
次

被
害
の
防
止
を
内
容
と
す
る
被
害
者
対
応
に
関
す
る
講
義
や
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
等

の
人
権
問
題
に
関
す
る
講
義
を
実
施

3
　
更
生
保
護
官
署
に
お
い
て
、
性
犯
罪
被
害
者
を
含
む
犯
罪
被
害
者
等
に
対
応
す
る
被

害
者
担
当
官
及
び
被
害
者
担
当
保
護
司
に
対
し
、
保
管
す
る
被
害
者
等
を
含
む
個
人
情

報
を
適
切
に
管
理
す
る
よ
う
通
知
を
発
出
し
て
周
知
。
今
後
、
研
修
等
の
機
会
を
通
じ

て
附
帯
決
議
の
趣
旨
を
周
知
予
定

1
　
全
国
の
検
察
庁
に
対
し
、
本
附
帯
決
議
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
被
害
者
の
心
情
に

適
切
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど
に
留
意
し
て
適
切
な
運
用
を
求
め
る
通
達
を

発
出
し
て
周
知

2
　
検
察
官
等
に
対
す
る
各
種
研
修
に
お
い
て
、
被
害
者
の
権
利
利
益
へ
の
配
慮
、
二
次

被
害
の
防
止
を
内
容
と
す
る
被
害
者
対
応
に
関
す
る
講
義
や
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
等

の
人
権
問
題
に
関
す
る
講
義
を
実
施

参
議
院

附
帯

決
議

（
四
）

　
強
制
性
交
等
罪
が
被
害
者
の
性
別
を
問
わ
な
い
も
の
と
な
っ
た

こ
と
を
踏
ま
え
、
被
害
の
相
談
、
捜
査
、
公
判
の
あ
ら
ゆ
る
過
程

に
お
い
て
、
被
害
者
と
な
り
得
る
男
性
や
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に

対
し
て
偏
見
に
基
づ
く
不
当
な
取
扱
い
を
し
な
い
こ
と
を
、
関
係

機
関
等
に
対
す
る
研
修
等
を
通
じ
て
徹
底
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
こ

と
。

参
議
院

附
帯

決
議

（
五
）

　
起
訴
・
不
起
訴
等
の
処
分
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
被
害
者
の

心
情
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
、
処
分
の
理
由
等
に

つ
い
て
丁
寧
な
説
明
に
努
め
る
こ
と
。

　
性
犯
罪
に
係
る
刑
事
事
件
の
捜
査
及
び
公
判
の
過
程
に
お
い
て

は
、
被
害
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
生
活
の
平
穏
そ
の
他
の
権
利
利

益
に
十
分
配
慮
し
、
偏
見
に
基
づ
く
不
当
な
取
扱
い
を
受
け
る
こ

と
が
な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
二
次
被
害
の
防
止
に
努
め
る

こ
と
。
ま
た
、
被
害
の
実
態
を
十
分
に
踏
ま
え
た
適
切
な
証
拠
保

全
を
図
る
こ
と
。

参
議
院

附
帯

決
議

（
三
）

附
帯

決
議

（
二
）

　
刑
法
第
1
7
6
条
及
び
第
1
7
7
条
に
お
け
る
「
暴
行
又
は
脅
迫
」
並

び
に
刑
法
第
1
7
8
条
に
お
け
る
「
抗
拒
不
能
」
の
認
定
に
つ
い

て
、
被
害
者
と
相
手
方
と
の
関
係
性
や
被
害
者
の
心
理
を
よ
り
一

層
適
切
に
踏
ま
え
て
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
心
理
学
的
・
精
神
医

学
的
知
見
等
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ

ら
の
知
見
を
踏
ま
え
、
司
法
警
察
職
員
、
検
察
官
及
び
裁
判
官
に

対
し
て
、
性
犯
罪
に
直
面
し
た
被
害
者
の
心
理
等
に
つ
い
て
の
研

修
を
行
う
こ
と
。

参
議
院
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附
帯
決
議

進
捗
状
況

1
　
第
三
次
犯
罪
被
害
者
等
基
本
計
画
等
を
踏
ま
え
、
性
犯
罪
を
含
む
各
種
犯
罪
の
被
害

の
動
向
に
関
す
る
調
査
研
究
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
を
犯
罪
白
書
等
に
お
い
て
公
表

2
　
平
成
3
0
年
度
に
第
5
回
犯
罪
被
害
実
態
（
暗
数
）
調
査
を
実
施
し
、
同
調
査
に
お
い

て
、
性
犯
罪
を
含
む
性
的
な
被
害
に
つ
い
て
の
実
態
調
査
を
実
施
予
定

　
同
調
査
で
は
、
刑
法
一
部
改
正
，
附
帯
決
議
及
び
被
害
者
団
体
か
ら
の
御
指
摘
等
を

踏
ま
え
、
よ
り
信
頼
度
の
高
い
調
査
結
果
が
得
ら
れ
る
訪
問
調
査
方
式
を
採
用
し
（
予

算
額
を
前
回
3
6
7
万
5
千
円
か
ら
2
6
7
4
万
円
に
増
額
）
、
肛
門
性
交
、
口
腔
性
交
等
の
被

害
項
目
、
加
害
者
と
の
関
係
性
に
関
す
る
調
査
項
目
、
暴
行
・
脅
迫
要
件
に
関
す
る
調

査
項
目
の
追
加
な
ど
、
所
要
の
見
直
し
を
実
施

参
議
院

附
帯

決
議

（
七
）

　
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
2
8
年
法
律
第

5
4
号
）
附
則
第
9
条
第
3
項
の
規
定
に
よ
り
起
訴
状
等
に
お
け
る
被

害
者
の
氏
名
の
秘
匿
に
係
る
措
置
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
う
に
当

た
っ
て
は
、
性
犯
罪
に
係
る
刑
事
事
件
の
捜
査
及
び
公
判
の
実
情

や
、
被
害
者
の
再
被
害
の
お
そ
れ
に
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
の
指

摘
を
も
踏
ま
え
る
こ
と
。

　
平
成
2
8
年
に
成
立
し
た
刑
事
訴
訟
法
等
一
部
改
正
法
附
則
9
条
3
項
に
よ
る
検
討
を
進

め
る
た
め
、
平
成
2
9
年
3
月
、
最
高
裁
判
所
、
法
務
省
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
及
び
警
察

庁
が
参
加
す
る
「
刑
事
手
続
に
関
す
る
協
議
会
」
を
設
け
、
そ
の
幹
事
会
に
お
い
て
、

附
帯
決
議
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
、
起
訴
状
等
に
お
け
る
被
害
者
の
氏
名
秘
匿
に
係
る
措

置
に
つ
い
て
も
意
見
交
換
を
実
施
中

1
　
検
察
庁
に
お
い
て
、
警
察
及
び
児
童
相
談
所
等
と
連
携
し
、
被
害
児
童
の
事
情
聴
取

に
先
立
っ
て
協
議
を
行
い
、
関
係
機
関
の
代
表
者
が
聴
取
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
積
極

的
に
検
討
し
、
被
害
児
童
か
ら
の
事
情
聴
取
に
際
し
て
は
、
聴
取
の
場
所
・
回
数
・
方

法
等
に
配
慮
す
る
な
ど
の
取
組
を
推
進

2
　
検
察
官
等
に
対
す
る
各
種
研
修
に
お
い
て
、
心
理
学
上
の
知
見
を
有
す
る
研
究
者
等

に
よ
る
児
童
の
聴
取
方
法
に
関
す
る
講
義
等
を
実
施

1
　
性
犯
罪
受
刑
者
の
再
犯
状
況
に
係
る
デ
ー
タ
を
蓄
積
し
、
性
犯
罪
再
犯
防
止
の
処
遇

効
果
の
検
証
を
実
施
予
定

2
　
刑
事
施
設
に
お
け
る
性
犯
罪
再
犯
防
止
指
導
で
使
用
す
る
受
刑
者
用
テ
キ
ス
ト
や
指

導
担
当
者
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
つ
い
て
指
導
の
実
施
状
況
を
踏
ま
え
て
見
直
し
を
行
い
、

更
に
効
果
的
な
指
導
を
実
施
予
定

3
　
刑
期
が
短
い
受
刑
者
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
受
講
意
欲
に
乏
し
い
受
刑
者
へ
の
対
策
を
講

じ
る
な
ど
、
刑
事
施
設
に
お
け
る
性
犯
罪
再
犯
防
止
指
導
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
体
制

の
更
な
る
充
実
を
図
る
予
定

4
　
刑
事
施
設
と
更
生
保
護
官
署
と
の
間
で
、
性
犯
罪
者
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
係
る
情
報

を
相
互
に
引
継
ぎ
、
処
遇
上
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
施
設
内
と
社
会
内
で
一
貫

し
た
指
導
を
実
施

5
　
保
護
観
察
所
に
お
け
る
性
犯
罪
者
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
性
犯
罪
者
等
に
対
す
る
指

導
等
に
つ
い
て
、
指
導
者
育
成
や
効
果
検
証
の
観
点
を
含
め
実
施
状
況
を
把
握
し
、
効

果
的
な
指
導
の
在
り
方
を
検
討

6
　
性
犯
罪
の
動
向
や
性
犯
罪
者
の
類
型
別
の
実
態
等
を
明
ら
か
に
す
る
性
犯
罪
に
関
す

る
研
究
を
実
施
し
、
法
務
総
合
研
究
所
研
究
部
報
告
5
5
号
と
し
て
発
刊

　
性
犯
罪
者
は
、
再
び
類
似
の
事
件
を
起
こ
す
傾
向
が
強
い
こ
と

に
鑑
み
、
性
犯
罪
者
に
対
す
る
多
角
的
な
調
査
研
究
や
関
係
機
関

と
連
携
し
た
施
策
の
実
施
な
ど
、
効
果
的
な
再
犯
防
止
対
策
を
講

ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

附
帯

決
議

（
九
）

参
議
院

参
議
院

附
帯

決
議

（
六
）

　
性
犯
罪
が
重
大
か
つ
深
刻
な
被
害
を
生
じ
さ
せ
る
上
、
性
犯
罪

被
害
者
が
そ
の
被
害
の
性
質
上
支
援
を
求
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ

り
、
そ
の
被
害
が
潜
在
化
し
や
す
い
と
い
う
性
犯
罪
被
害
の
特
性

を
踏
ま
え
、
第
三
次
犯
罪
被
害
者
等
基
本
計
画
等
に
従
い
、
性
犯

罪
等
被
害
に
関
す
る
調
査
を
実
施
し
、
性
犯
罪
等
被
害
の
実
態
把

握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
被
害
者
の
負
担
の
軽
減
や
被
害
の
潜
在

化
の
防
止
等
の
た
め
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
の
整
備
を

推
進
す
る
こ
と
。

参
議
院

附
帯

決
議

（
八
）

　
児
童
が
被
害
者
で
あ
る
性
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
そ
の
被
害
が
特

に
深
刻
化
し
や
す
い
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
、
被
害
児
童
の
心
情
や

特
性
を
理
解
し
、
二
次
被
害
の
防
止
に
配
慮
し
つ
つ
、
被
害
児
童

か
ら
得
ら
れ
る
供
述
の
証
明
力
を
確
保
す
る
聴
取
技
法
の
普
及

や
、
検
察
庁
、
警
察
、
児
童
相
談
所
等
の
関
係
機
関
に
お
け
る
協

議
に
よ
り
、
関
係
機
関
の
代
表
者
が
聴
取
を
行
う
こ
と
な
ど
、
被

害
児
童
へ
配
慮
し
た
取
組
を
よ
り
一
層
推
進
し
て
い
く
こ
と
。

4



資料４

「性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方」を

検討するための調査研究について

１ 性犯罪被害者の心理等についての調査研究（衆議院附帯決議

２項，参議院附帯決議２項）

○ 心理学的・精神医学的知見等についての調査研究

２ 性犯罪等被害の実態把握のための調査研究（衆議院附帯決議

４項，参議院附帯決議６項）

○ 性犯罪を含む各種犯罪の被害の動向に関する調査研究

○ 第５回犯罪被害実態（暗数）調査

３ 性犯罪者に対する多角的な調査研究（参議院附帯決議９項）

○ 刑事施設における性犯罪再犯防止指導の処遇効果の検証

○ 保護観察所における性犯罪者処遇プログラムの効果的実施

のための調査研究

○ 性犯罪の動向や性犯罪者の類型別の実態等を明らかにする

性犯罪に関する研究

４ 性犯罪に関する罰則の運用状況等についての調査（附則９条

等）

○ 改正後の規定の施行状況についての調査

○ 裁判例等の継続的調査

○ 外国法制の継続的調査
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